
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３那第５１号 

事故等種類 運航不能（推進器障害） 

発生日時 平成２５年１２月５日 １０時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県南城
なんじょう

市奥武島
お う じ ま

漁港南東沖 

 南城市所在の奥武
おくたけ

港第２号灯標から真方位０９５°４.３海里付近 

 （概位 北緯２６°０７.１′ 東経１２７°５１.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年１２月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（那覇事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 りの丸、０.４トン 

 ＯＮ３－３０００１３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ内のゴムブッシュが剝離 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、南城市新原
みいばる

沖

を北西進中、水中漂流物（以下「異物」という。）が船外機に絡ん

だ。 

 本船は、船長が絡んだ異物を外そうとし、スロットル操作を繰り返

したところ、プロペラが回転しなくなり、平成２５年１２月５日１０

時３０分ごろ運航不能となった。 

 船長の家族は、本船が、帰港予定時刻を過ぎても戻らなかったの

で、海上保安庁へ通報し、本船は、海上保安庁の航空機に発見され、

来援した巡視艇により、奥武島漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船外機は、出力がプロペラ軸からゴムブッシュを介してプロペラに

伝達され、過負荷時には、ゴムブッシュがスリップして機関を保護す

るようになっていた。 

 本船は、陸上との連絡手段がなかった。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、新原沖を北西進中、異物が船外機に絡み、プロペラが回転

しなくなったことから、運航不能となったものと考えられる。 



 

原因  本インシデントは、本船が新原沖を北西進中、異物が船外機に絡

み、プロペラが回転しなくなったため、発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・プロペラに異物が絡んだ際、スロットル操作だけで取り除こうと

しないこと。 

・緊急時に備え、陸上との連絡手段を用意しておくことが望まし

い。 

 


